
り、各地方公共団体において実際に条例で規定されている税率等により算定した税額に相当する額と

することとされている。また、近傍同種の住宅が税制上の特例の対象となる場合には、特例を適用し

た後の税額に相当する額とすることとされている。税制上の特例としては、地方税法（昭和 25年法律第

226号）附則第 15条の 6における新築住宅に対する固定資産税の減額があり、住宅の管理開始時から建

物の構造に応じて 3年又は 5年は、当該住宅に係る固定資産税について 2分の 1に相当する額を減額

することとなっている。

しかし、 2市町は、次のとおり事業費を算定していた。

石巻市は、対象額を算定する際に、補助対象戸数について、収入超過者の入居戸数を除いた戸数を

用いるべきであったのに、誤って収入超過者の入居戸数を含めるなどしていた。

女川町は、対象額を算定する際に、一戸当たりの床面積が 80㎡を超える公営住宅について、80㎡を

当該公営住宅の床面積で除した数値を政令家賃及び入居者負担基準額にそれぞれ乗じた額を用いるべ

きであったのに、誤って政令家賃及び入居者負担基準額をそのまま用いていた。

このほか、 2市町は、公課を算定する際に、固定資産税について、税制上の特例を適用して住宅の

管理開始時から建物の構造に応じて 3年又は 5年は 2分の 1に相当する額を減額すべきであったの

に、誤って住宅の管理開始時より前のし
�

ゅ
�

ん
�

工時から 3年又は 5年としており、その結果、固定資産

税の減額期間を 1年短くして算定するなどしていた。

これらのことから、 2市町においていずれも事業費が過大に算定されていた。

したがって、元年度から 3年度までに係る適正な事業費を算定すると、計 16,627,457,000円となる

ことから、 2市町が算定していた事業費 16,782,512,000円との差額 155,055,000円が過大となってい

て、これに係る交付金等相当額 133,728,621円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、 2市町において対象額の算定についての理解が十分でなかった

こと、宮城県において完了実績報告書等の審査が十分でなかったことなどによると認められる。

（前掲 64ページの総務省の項「震災復興特別交付税の額の算定に当たり、交付対象事業費の算定が適切

でなかったなどのため、同交付税が過大に交付されていたもの」参照）

トイレ施設、ガス管等の移設に係る補償費の算定が適切でなかったもの

（ 2件 不当と認める国庫補助金 19,857,468円）
部 局 等 補助事業者

等
（事業主体）

補助事業
等

年 度 事 業 費
�
�
�

国庫補
助対象
事業費

�
�
�

左に対す
る国庫補
助金等交
付額

不当と認
める事業
費
�
�
�

国庫補
助対象
事業費

�
�
�

不当と認
める国庫
補助金等
相当額

千円 千円 千円 千円
（204）東北地方

整備局
岩手県釜石
市

社会資本
整備総合
交付金
（効果促
進）

元 37,300
（37,300）

18,650 6,934
（6,934）

3,467

（205）大 阪 府 大 阪 府 治水ダム
等建設

5 93,016
（93,016）

51,158 29,800
（29,800）

16,390

（204）（205）の計 130,316
（130,316）

69,808 36,734
（36,734）

19,857

大阪府は、治水ダム等建設事業を行うに当たって支障となるトイレ施設の所有者である茨木市に対

して、また、釜石市は、避難路施設整備工事を行うに当たって支障となるガス管等の所有者であるガ
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ス事業者に対して、それぞれ支障となる施設の移設に要する費用を補償している。

大阪府及び釜石市は、本件補償費の算定について、「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱」（昭和

42年閣議決定）、「公共補償基準要綱の運用申し合せ」（昭和 42年用地対策連絡会。以下、これらを合わせ

て「公共補償基準」という。）等に基づき行うこととしている。

公共補償基準によれば、公共事業の施行に伴い、既存公共施設等の管理者が、機能の廃止等が必要

となる既存公共施設等の代替の公共施設等を建設する場合においては、当該公共施設等を建設するた

めに必要な費用から、既存公共施設等の機能廃止の時までの財産価値の減耗分（以下「減耗分」という。）

を控除するなどして補償費を算定することとされている。そして、当該公共施設等を建設するために

必要な費用は、原則として、既存公共施設等と同等の公共施設等を建設することにより機能回復を行

う費用（以下「復成価格」という。）とされ、減耗分については、既存公共施設等の復成価格に基づき、経

過年数、残価率等を考慮して算定することとされている。ただし、地方公共団体等が管理する既存公

共施設等であって、やむを得ないと認められるときは、その限度において、減耗分の全部又は一部を

控除しないことができるとされており、当該やむを得ないと認められるときとは、当該公共施設等に

係る決算が継続的に赤字状況にあるなど、減耗分相当額を調達することが極めて困難な場合等とされ

ている。

上記の「当該公共施設等に係る決算」とは特別会計等の個々の決算のことであり、一般会計に属する

公共施設等の場合は、当該公共施設自体に収支の概念がないため、原則として減耗分を控除すべきで

はあるものの、当該地方公共団体の財政状況等個々の事情を総合的に考慮し、減耗分相当額を調達す

ることが極めて困難な場合には、減耗分の全部又は一部を控除しないことができることになってい

る。

しかし、補償費の算定に当たり、大阪府については、補償の対象としたトイレ施設を所有する茨木

市の財政状況等個々の事情を総合的に考慮しても、また、釜石市については、補償の対象としたガス

管等を所有するガス事業者の決算が継続的な赤字状況になく、それぞれ減耗分相当額を調達すること

が極めて困難な場合等やむを得ないと認められるときに該当しないため、復成価格から減耗分を控除

する必要があったのに、減耗分を控除していなかった。このため、補償費が計 36,734,861円過大に算

定されていて、これらに係る国庫補助金等相当額計 19,857,468円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、大阪府及び釜石市において、本件補償費の算定に当たり、公共

補償基準等における減耗分の取扱いについての理解が十分でなかったことなどによると認められる。

前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

〈事例〉

大阪府は、令和 5年度に、安威川ダム建設事業を行うに当たって支障となるトイレ施設の所有者である茨木

市に対して、トイレ施設の移設に要する費用の補償として 93,016,000円（国庫補助対象事業費同額、国庫補助

金交付額 51,158,800円）を支払っている。

同府は、同市の実質単年度収支
（注 1）

が、平成 30年度から令和 4年度までのうち、 3年度以外は赤字となってい

たことから、減耗分相当額を調達することが極めて困難な場合に該当するとして、減耗分を控除しないで本件

補償費を算定していた。

しかし、トイレ施設は同市の一般会計に属する公共施設であり、当該施設自体に収支の概念がないため、原

則としてトイレ施設の減耗分を控除する必要があった。

また、同市は実質単年度収支が 3年度以外は赤字となっていることをもって同市の財政が継続的な赤字状況
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にあるとしているが、形式収支
（注 2）

及び実質収支
（注 3）

をみると平成 30年度から令和 4年度まで全て黒字となっている

ことなどから、これらを総合的に判断すると、同市の財政状況は、減耗分相当額を調達することが極めて困難

な場合には該当しないと認められた。

したがって、既存のトイレ施設の復成価格から減耗分相当額を控除することにより適正な補償費を算定する

と 63,215,237円となり、本件補償費 93,016,000円は、これに比べて 29,800,763円（これに係る国庫補助金相当

額 16,390,419円）過大となっていた。

（注 1） 実質単年度収支 単年度収支から財政調整基金への積立額等の実質的な黒字要素を加え、財政調整基金の取崩し

額等の実質的な赤字要素を差し引いた額

（注 2） 形式収支 歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた額

（注 3） 実質収支 形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額であり、通常、「黒字団体」「赤字団体」という場

合は、実質収支の黒字又は赤字により判断する。

（（204）については、前掲 64ページの総務省の項「震災復興特別交付税の額の算定に当たり、交付対象

事業費の算定が適切でなかったなどのため、同交付税が過大に交付されていたもの」参照）

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金の交付を受けて実施した事業において、実質的な
値引きを受けるなどしていて補助対象事業費の算定が適切でなかったため、補助金が過大
に交付されていたもの （ 2件 不当と認める国庫補助金 16,729,350円）
部局等 補助事業

者等
間接補助事
業者等
（事業主体）
＜所在地＞

補助事業
等

年 度 事 業 費
�
�
�

国庫補
助対象
事業費

�
�
�

左に対す
る国庫補
助金等交
付額

不当と認
める事業
費
�
�
�

国庫補
助対象
事業費

�
�
�

不当と認
める国庫
補助金等
相当額

摘 要

千円 千円 千円 千円
（206）観光庁 株式会社

JTB
一般社団法
人みんなで
びぜん
〈岡山県備
前市〉

訪日外国
人旅行者
周遊促進
事業費補
助 金（看
板商品事
業）、同
（インバ
ウンドコ
ンテンツ
造 成 事
業）

4、 5 14,303
（13,103）

11,051 14,303
（13,103）

11,051 実質的な値
引きを受け
ていたもの
及び実質的
に対価の支
払を行って
いなかった
もの

（207） 同 同 下田温泉旅
館組合
〈熊本県天
草市〉

同 4、 5 15,889
（15,889）

12,444 7,355
（7,355）

5,677 実質的な値
引きを受け
ていたもの

（206）（207）の計 30,192
（28,992）

23,496 21,659
（20,458）

16,729

2事業主体は、観光庁から訪日外国人旅行者等の来訪及び滞在の促進による地域の活性化を図るこ

となどを目的とする訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金の交付を受けた補助事業者である株式会

社 JTB（以下「事務局」という。）から補助金の交付を受けて、令和 4年度に、地域の関係者と連携して地

域ならではの観光資源を活用したコンテンツの造成、販路開拓等を行う事業（以下「看板商品事業」とい

う。）を、また、 5年度に、観光事業者が連携して地域に根差した観光資源を磨き上げる取組を行う事

業（以下「インバウンドコンテンツ造成事業」といい、看板商品事業と合わせて「両事業」という。）をそれ

ぞれ実施している。

観光庁と協議した上で事務局が作成した両事業の公募要領等によれば、補助金の交付対象となる事

業の補助対象事業費は、看板商品事業については 700万円以上、また、インバウンドコンテンツ造成

事業については 600万円以上の取組であることなどとされている（以下、この補助対象事業費に係る要
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